
 
長野県の未来を担う子どもの支援に関する条例に基づく 
人権救済勧告について 

 
心の支援課  

 
１ 勧告概要（事案１） 

事案 

申出人：当該児童及び保護者 

申出内容：当該児童が小学校在籍時にいじめ被害を訴えて長期の不登校になったことに
対する人権救済 

内容 

長野県教育委員会は、 

１ 当該小学校及び当該市町村教育委員会に対し、「いじめの重大事態の調査に関するガ
イドライン（文部科学省：平成 29 年 3 月）」及び「いじめ防止等のための基本的な
方針（長野県：平成 30年 3月改定）」の徹底実施を求めること。 
当該小学校及び当該市町村教育委員会に対し、本件について、再度資料を精査し、
再評価を行うよう求めること。 

２ ガイドライン及び基本方針に従ったいじめ防止対策を各学校が適切に実施できるよ
う、体制の整備と研修機会の充実を図ること。 

 

２ 県教育委員会の対応 
 
(1)  当該小学校及び当該市町村教育委員会に対する要望について 
   当該小学校及び当該市町村教育委員会に対して、「いじめの重大事態の調査に関するガイド

ライン（文部科学省：平成 29年 3月）」及び「いじめ防止等のための基本的な方針（長野
県：平成 30年 3月改定）」の徹底実施を求めるとともに、当該案件について再度資料を精査
し、再評価を行うことを要望する。 

 
（２）いじめ防止対策の推進について 

引き続き、ガイドライン及び基本方針に沿ったいじめ防止対策を各学校が適切に実施でき
るよう、体制の整備と研修機会の充実を図っていく。 

 
＜体制整備の取組＞ 
・各学校の「学校いじめ防止基本方針」の確認と徹底 
・教育相談体制の充実 

 
＜研修機会の充実＞ 

  ・文科省によるいじめ問題に関する行政説明会の実施 
・いじめ・不登校地域支援事業地区推進会議の開催 
・県政出前講座を活用した啓発活動        等 

 

【対応の考え方】 
   
  ◆ガイドライン及び基本方針に沿って当該事案に関する資料を確認した上で、当該小学校及び

当該市町村教育委員会に対する要望内容を決定した。 
 

◆勧告内容２については、これまでも体制整備や研修機会の充実に取り組んできたところであ
るが、県内のすべての学校及び市町村教育委員会に対して、更なる徹底を図ることが重要で
ある。 



（問合せ先） 

担 当  心の支援課生徒指導係 召田、山寺 

電 話  026-235-7436    

ＦＡＸ  026-235-7484 

電子ﾒｰﾙ  kokoro@pref.nagano.lg.jp 

 

 

 

要 望 書 

 

令和５年(2023 年)８月 25日 

（当該市町村教育委員会教育長） 様 

（当該小学校長） 様 

長野県教育委員会教育長 

 

 

 令和３年８月 17日付けで長野県子ども支援委員会が貴教育委員会に協力依頼をした事案

について、別添のとおり令和５年３月 13日付けで、同委員会から勧告を受けました。 

つきましては、長野県の未来を担う子どもの支援に関する条例第 18条第５項第２号の

規定により、次の措置を要望します。 

 

 

当該小学校及び当該市町村教育委員会は「いじめの重大事態の調査に関するガイドライ

ン（文部科学省：平成 29年３月）」及び「いじめ防止等のための基本的な方針（長野県：

平成 30年３月改定）」を徹底実施するとともに、当該案件について再度資料を精査し、再

評価を行うこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 



 

 






